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Ⅰ 解説編 
 

 １ 平成 25年度税制改正における住宅借入金等特別控除等の改正(控除額に係る改正) 

  (1) 住宅借入金等特別控除の改正 

    本特例の適用期限が平成 29年 12月 31日まで４年延長されるとともに、居住者が住宅の取得等 

(認定住宅(認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅をいいます。以下同じです。)の新築等を含みま

す。以下Ⅰ(解説編)において同じです。)をして平成 26年１月１日から平成 29年 12月 31日まで

の間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額、控除率及び控除期間等が、次の

とおりとされました(措法 41)。 

① 一般の住宅（②の「認定住宅」に該当する住宅以外の住宅をいいます。以下同じです。)の場合 

居 住 の 用 に 供 し た 日 
住宅借入金等の 
年末残高の限度額 

控除率 控除期間 
各 年 の 
控除限度額 

最大控除 
限 度 額 

平成 26年１月１日 
～ 

平成 26年３月 31日 
2,000万円 1.0％ 10年間 20万円 200万円 

 平成 26年 
 ４月１日 

～ 
平成 29年 
12月 31日 

特定取得に
該当する場合 

4,000万円 1.0％ 10年間 40万円 400万円 

特定取得に
該当しない場合 

2,000万円 1.0％ 10年間 20万円 200万円 

② 認定住宅の場合 

居 住 の 用 に 供 し た 日 
住宅借入金等の 
年末残高の限度額 

控除率 控除期間 
各 年 の 
控除限度額 

最大控除 
限 度 額 

 平成 26年１月１日 
～ 

平成 26年３月 31日 
3,000万円 1.0％ 10年間 30万円 300万円 

 平成 26年 
 ４月１日 

～ 
平成 29年 
12月 31日 

特定取得に
該当する場合 

5,000万円 1.0％ 10年間 50万円 500万円 

特定取得に
該当しない場合 

3,000万円 1.0％ 10年間 30万円 300万円 

(注１) 「特定取得」とは、住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費

税額及び地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)が、新消費税率（消費税及び地

方消費税の税率の引上げ後の８％又は 10％の税率をいいます。以下同じです。）により課さ

れるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます(措法 41⑤)。 

    いわゆる「消費税の免税事業者」からの住宅の取得等であっても、その取引自体は消費税

の課税取引に該当することから、その住宅の取得等が上記の要件を満たす場合には、「特定取

得」に該当することになります。 

なお、「特定取得」に該当する場合には、確定申告書に、工事の請負契約書の写しや売買契

約書の写し等で特定取得に該当する事実を明らかにする書類の添付が必要とされています

(措規 18の 21⑨一～四)。「特定取得」に該当するかは、これらの添付書類により、工事の請

負契約の契約日や住宅の取得等の日などを基に判断することになります。 

 (注２)  「特定取得に該当しない場合」とは、住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれ

る消費税額等が、旧消費税率（消費税及び地方消費税の税率の引上げ前の５％の税率をいい

ます。以下同じです。)により課されるべき消費税額等である場合や個人間の売買契約により

住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等がない場合が該当します。 

なお、平成 26 年４月１日以後の取引について、旧消費税率が適用される場合については、

下記２の「消費税率の引上げに伴う工事の請負等に係る税率の適用に関する経過措置と住宅

借入金等特別控除等の適用関係」を参照してください。 
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  (2) 特定増改築等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例の改正 

    本特例の適用期限が平成 29年 12月 31日まで４年延長されるとともに、居住者が特定増改築等 

をして平成 26年１月１日から平成 29年 12月 31日までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金

等の年末残高の限度額(1,000 万円)のうち特定増改築等に係る住宅借入金等の年末残高の限度額

(特定増改築等限度額)、控除率及び控除期間等が、次のとおりとされました(措法 41の３の２)。 

居住の用に供した日 
特定増改築等限度額 

控 除 率 控除期間 
各 年 の 
控除限度額 

最大控除 
限 度 額 

1,000万円から特定増改築 
等限度額を控除した残額 

 平成 26年１月１日 
～ 

平成 26年３月 31日 

200万円 2.0％ ５年間 
12万円 60万円 

800万円 1.0％ ５年間 

平成 26年 
４月１日 

～ 
平成 29年
12月 31日 

特定取得に 
該当する場合 

250万円 2.0％ ５年間 
12.5万円 62.5万円 

750万円 1.0％ ５年間 

特定取得に 
該当しない場合 

200万円 2.0％ ５年間 
12万円 60万円 

800万円 1.0％ ５年間 

(注１) 「特定取得」とは、住宅の増改築等に係る費用の額に含まれる消費税額等が、新消費税率に

より課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の増改築等をいいます(措法 41 の３

の２⑮)。 

    いわゆる「消費税の免税事業者」による住宅の増改築等であっても、その取引自体は消費税

の課税取引に該当することから、その住宅の増改築等が上記の要件を満たす場合には、「特定取

得」に該当することになります。 

なお、「特定取得」に該当する場合には、確定申告書に、工事の請負契約書の写し等で特定取

得に該当する事実を明らかにする書類の添付が必要とされています(措規 18 の 23 の２⑪二)。

「特定取得」に該当するかは、これらの添付書類により、工事の請負契約の契約日や住宅の増

改築等の日などを基に判断することになります。 

(注２) 「特定取得に該当しない場合」とは、住宅の増改築等に係る費用の額に含まれる消費税額等

が、旧消費税率により課されるべき消費税額等である場合が該当します。 

なお、平成 26年４月１日以後の取引について、旧消費税率が適用される場合については、下

記２の「消費税率の引上げに伴う工事の請負等に係る税率の適用に関する経過措置と住宅借入

金等特別控除等の適用関係」を参照してください。 

 

  (3) 東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例の改正 

本特例の適用期限が平成 29年 12月 31日まで４年延長されるとともに、居住者が再建住宅の取

得等をして平成 26年１月１日から平成 29年 12月 31日までの間に居住の用に供した場合の再建住

宅に係る住宅借入金等の年末残高の限度額、控除率及び控除期間等が、次のとおりとされました(震

災特例法 13の２①②)。 

居住の用に供した日 
再建住宅に係る住宅借入金 
等の年末残高の限度額 

控 除 率 控除期間 
各 年 の 
控除限度額 

最大控除
限 度 額 

 平成 26年１月１日 
～ 

平成 26年３月 31日 
3,000万円 1.2％ 10年間 36万円 360万円 

 平成 26年４月１日 
～ 

 平成 29年 12月 31日 
5,000万円 1.2％ 10年間 60万円 600万円 

(注１) 「再建住宅」とは、従前住宅を居住の用に供することができなくなった日以後最初に居住の

用に供した住宅をいいます。 
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(注２) 本特例については、住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、新   

消費税率により課されるべき消費税額等であるか否かにかかわらず、上記の金額となります。 

 

(4) 住宅耐震改修特別控除の改正 

本特例の適用期限が平成 29年 12月 31日まで４年延長されるとともに、次のとおり改正されま

した。 

① 平成26年１月１日から平成29年12月31日までの間に住宅耐震改修をした場合の耐震改修工事

限度額及び控除率等が、次のとおりとされました(措法41の19の２①②)。 

住 宅 耐 震 改 修 を し た 日 耐 震 改 修 工 事 限 度 額 控 除 率 最 大 控 除 限 度 額 

 平成 26年１月１日 
～ 

平成 26年３月 31日 
200万円 10％ 20万円 

平成 26年４月１日 
 ～ 

平成 29年 12月 31日 

新消費税率に 
より課され 
るべき場合 

250万円 10％ 25万円 

旧消費税率の 
みにより課さ
れるべき場合 

200万円 10％ 20万円 

(注) 耐震改修工事限度額については、住宅耐震改修証明書において証明されることになりますので、 

「新消費税率により課されるべき場合」又は「旧消費税率のみにより課されるべき場合」のいず

れに該当するかは、住宅耐震改修証明書で確認することができます(措規 19の 11の２③五)。 

② 税額控除額の計算方法について、住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額(補助金等

の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除した後の金額)の 10％に相当する金額とされ

ました(措法 41の 19の２①)。 

 (注) この改正は、平成 26年４月１日以後に行う住宅耐震改修について適用されます(措法 41の 19 

の２①、平成 25年度改正法附則 59①）。 

 

 

 

 

 

 

  (5) 住宅特定改修特別税額控除の改正 

本特例の適用期限が平成 29年 12月 31日まで５年延長されるとともに、次のとおり改正されま

した。 

① 特定改修工事をして平成25年１月１日から平成29年12月31日までの間に居住の用に供した場

合の改修工事限度額及び控除率等が次のとおりとされました(措法41の19の３)。 

イ 特定居住者が高齢者等居住改修工事等をした場合 

居 住 の 用 に 供 し た 日 改 修 工 事 限 度 額 控 除 率 最 大 控 除 限 度 額 

 平成 25年１月１日 
～ 

平成 26年３月 31日 
200万円 10％ 20万円 

平成 26年４月１日 
～ 

平成 29年 12月 31日 

新消費税率に 
より課され 
るべき場合 

200万円 10％ 20万円 

旧消費税率の 
みにより課さ
れるべき場合 

150万円 10％ 15万円 

（参考） 

【②の改正後の控除額の計算式(平成 26年４月１日以後に行う住宅耐震改修について適用)】 

   住宅耐震改修特別控除額(100円未満の端数切捨て) 

                   ＝ 住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額×10％ 
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 (注１) 改修工事限度額については、増改築等工事証明書において証明されることになりますの

で「新消費税率により課されるべき場合」又は「旧消費税率のみにより課されるべき場合」

のいずれに該当するかは、増改築等工事証明書で確認することができます(措規19の11の

３⑦五)。 

 (注２) 平成25年１月１日から平成26年３月31日までに居住の用に供した場合には、高齢者等居

住改修工事等及び一般断熱改修工事等の両方の工事をして同一年中に居住の用に供したと

きの税額控除の限度額(20万円(太陽光発電設備の設置工事を行う場合は30万円))が設けら

れています。 

ロ 居住者が一般断熱改修工事等をした場合 

居 住 の 用 に 供 し た 日 断熱改修工事限度額 控 除 率 最 大 控 除 限 度 額 

 平成 25年１月１日 
～ 

平成 26年３月 31日 
200万円(300万円) 10％ 20万円(30万円) 

平成 26年４月１日 
 ～ 

平成 29年 12月 31日 

新消費税率に 
より課され 
るべき場合 

250万円(350万円) 10％ 25万円(35万円) 

旧消費税率の 
みにより課さ
れるべき場合 

200万円(300万円) 10％ 20万円(30万円) 

(注１) 断熱改修工事限度額については、増改築等工事証明書において証明されることになりま

すので、「新消費税率により課されるべき場合」又は「旧消費税率のみにより課されるべき

場合」のいずれに該当するかは、増改築等工事証明書で確認することができます(措規 19

の 11の３⑦五)。 

(注２) 表中のかっこ内の金額は、併せて太陽光発電設備の設置工事を行う場合の改修工事限度 

額及び最大控除限度額です。 

② 税額控除額の計算方法について、特定改修工事に係る標準的な費用の額(補助金等の交付を受 

ける場合には、その補助金等の額を控除した後の金額)の 10％に相当する金額とされました(措 

法 41の 19の３①③)。 

   ③ 高齢者等居住改修工事等及び一般断熱改修工事等の両方の工事をして同一年中に居住の用に

供した場合の税額控除の限度額(20万円(太陽光発電設備の設置工事を行う場合は30万円))が廃

止されました(措法 41の 19の３①③)。 

   (注) ②及び③の改正は、特定改修工事をした家屋を平成 26 年４月１日以後に居住の用に供した場合

について適用されます(措法 41の 19の３①③、平成 25年度改正法附則 60①)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 

【②及び③の改正後の控除額の計算式(平成 26年４月１日以後に居住の用に供した場合について適用)】  

１ 特定居住者の方の高齢者等居住改修工事等の場合 

     住宅特定改修特別税額控除額(100円未満の端数切捨て) 

＝ 高齢者等居住改修工事等の標準的な費用の額×10％ 

２ 居住者の方の一般断熱改修工事等の場合 

住宅特定改修特別税額控除額(100円未満の端数切捨て) 

＝ 一般断熱改修工事等の標準的な費用の額×10％ 

 ※ １及び２の制度の適用要件をいずれも満たす方については、１及び２の制度の両方を適用すること   

ができます。 
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(6) 認定住宅新築等特別税額控除の改正 

本特例の適用期限が平成 29年 12月 31日まで４年延長されるとともに、認定住宅の新築等をし

て平成 26年１月１日から平成 29 年 12月 31日までの間に居住の用に供した場合の認定住宅の範

囲、認定住宅について講じられた構造及び設備に係る標準的な費用に係る限度額(認定住宅限度額)

及び控除率等が、次のとおりとされました(措法 41の 19の４①②)。 

居住の用に供した日 認 定 住 宅 の 範 囲 認定住宅限度額 控 除 率 最大控除限度額 

 平成 26年１月１日 
～ 

平成 26年３月 31日 
認定長期優良住宅 500万円 10％ 50万円 

平成 26年４月１日 
～ 

平成 29年 12月 31日 

新消費税率に 
より課され 
るべき場合 

認定長期優良住宅 
認定低炭素住宅 

650万円 10％ 65万円 

旧消費税率の 
みにより課さ
れるべき場合 

認定長期優良住宅 
認定低炭素住宅 

500万円 10％ 50万円 

   (注) 平成 26 年４月１日以後に居住の用に供した場合で認定住宅新築等特別税額控除の適用を受け 

     るときには、確定申告書に、工事の請負契約書の写しや売買契約書の写し等で認定住宅の新築等 

に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等のうちに新消費税率により課されるべき消費 

税額等が含まれているかどうかを明らかにする書類の添付が必要となります(措規 19の 11の４③ 

一～三)。認定住宅の新築等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等のうちに新消費税 

率により課されるべき消費税額等が含まれているかは、これらの添付書類により、工事の請負契 

約の契約日や認定住宅の新築等の日などを基に判断することになります。 

 

２ 消費税率の引上げに伴う工事の請負等に係る税率の適用に関する経過措置と住宅借入金等特別

控除等の適用関係 

  平成 24年８月 22日に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消

費税法の一部を改正する等の法律(平成 24年法律第 68号)」(以下「消費税法改正法」といいます。)

が公布されました。 

これにより、現行５％の消費税率を、平成 26 年４月１日から８％に引き上げることとされまし

た。なお、平成 27年 10月１日からは 10％に引き上げることが予定されています。 

 (注１) 経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、消費税率の引上げの前に、経済状況等を総

合的に勘案した上で、消費税率の引上げの停止を含め所要の措置を講じることとされています

(消費税法改正法附則 18③)。 

 (注２) 引上げ後の８％又は 10％の税率は、それぞれ平成 26 年４月１日又は平成 27 年 10 月１日以後

に行われる資産の譲渡等について適用されます(消費税法改正法附則２、15)。 

  この消費税率の引上げに伴い、工事の請負等に係る税率の適用に関して以下の経過措置が設けら

れています。 

(1) 平成８年 10 月１日から平成 25 年 10 月１日の前日までの間に締結した工事の請負等に係る契

約に基づき、平成 26 年４月１日以後にその契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、その

課税資産の譲渡等については、５％の税率が適用されます(消費税法改正法附則５③)。 

(2) 平成 25 年 10 月１日から平成 27 年４月１日の前日までの間に締結した工事の請負等に係る契

約に基づき、平成 27年 10月１日以後にその契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、その

課税資産の譲渡等については、８％の税率が適用されます(消費税法改正法附則 16①)。 

この経過措置のイメージは、次のとおりです。 
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 【イメージ図】 

　【適用される消費税率８％】

(1)の経過措置

(2)の経過措置

原則
（引渡日で判定）

　【適用される消費税率５％】

指定日①
（平成25年10月1日）

適用開始日①
（平成26年4月1日）
消費税率5％⇒8％

指定日②
（平成27年4月1日）

適用開始日②
（平成27年10月1日）
消費税率8％⇒10％

【適用される消費税率５％】 【適用される消費税率８％】 【適用される消費税率10％】

《請負契約》 《引渡し》

《請負契約》 《引渡し》
 

 なお、この経過措置が適用される工事について、指定日以後に対価の額が増額された場合には、

その増額部分については、この経過措置は適用されません。 

(注) この経過措置についての詳細は、国税庁ホームページ【www.nta.go.jp】に掲載している「平成

26年４月１日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いＱ＆

Ａ」(平成 25年４月 国税庁消費税室)をご覧ください。 

 (1)の経過措置の適用を受ける場合について、例えば、平成 25 年９月 1 日に締結した工事の請負 

契約等に基づき、平成 26 年５月 15日に一般の住宅の取得等をして、その住宅を居住の用に供した

ときの住宅借入金等特別控除の適用については、対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が５ 

％の税率により課されるべき消費税額等であることから、住宅借入金等の年末残高の限度額 2,000  

万円、控除率 1.0％、控除期間 10 年間として控除額を計算することになります。 

 

  ３ 同一年中に住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が新消費税率によ

り課されるべき消費税額等である住宅の取得等と、それ以外の住宅の取得等の両方がある場合の住

宅借入金等特別控除の控除額の調整措置 

同一年中に住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が新消費税率によ

り課されるべき消費税額等である住宅の取得等と、それ以外の住宅の取得等の両方がある場合 の

住宅借入金等特別控除の控除額については、それぞれの住宅の取得等をそれぞれ一の住宅の取得等

として、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等を有する場合の調整規定(措法 41 の２)を適用

して住宅借入金等特別控除の控除額を計算することになります。 

具体的には、住宅借入金等特別控除の適用について、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等 

を有する場合の税額控除額は、それぞれの住宅借入金等に対する税額控除額の合計額となります。

なお、その合計額の控除限度額は、それぞれの住宅借入金等に対する控除限度額のうち最も多い金

額となります(措法 41の２)。 

また、特定増改築等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例の適用を受ける場合についても 

同様の調整規定が設けられています(措法 41の３の２⑩～⑭)。 

  (注) 「同一年中に住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が新消費税率によ

り課されるべき消費税額等である住宅の取得等と、それ以外の住宅の取得等の両方がある場合」と

は、例えば、①平成 26年３月に住宅の取得等をして居住の用に供した方(旧消費税率が適用)が、そ

の住宅について平成 26 年９月に増改築等をして居住の用に供した場合(新消費税率が適用)や②平

成 25年９月に建築に係る請負契約を締結した住宅について、平成 26年２月に追加工事に係る請負

(注) 

http://www.nta.go.jp/
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契約を締結し追加工事を行い、平成 26年５月に居住の用に供した場合(建築に係る対価の額につい

ては前記２(1)の経過措置の適用により消費税率５％が適用され、追加工事に係る費用の額について

は消費税率８％が適用される)などが該当します。 

 

４ 住宅耐震改修、特定改修工事又は認定住宅の新築等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費

税額等が新消費税率により課されるべき消費税額等と、それ以外の消費税額等の合計額から成る場

合の住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除又は認定住宅新築等特別税額控除の控除額

の調整措置 

   住宅耐震改修、特定改修工事又は認定住宅の新築等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費

税額等が新消費税率により課されるべき消費税額等と、それ以外の消費税額等の合計額から成る場

合 の住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除又は認定住宅新築等特別税額控除の控除

額の調整措置については、住宅耐震改修、特定改修工事又は認定住宅の新築等に係る「標準的な費

用の額」を定める国土交通省(経済産業省)告示、国土交通省通知及び国土交通省ホームページのＱ

＆Ａによりその考え方が示されています。具体的には、以下のとおりです。 

   (注) 「住宅耐震改修、特定改修工事又は認定住宅の新築等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消

費税額等が新消費税率により課されるべき消費税額等と、それ以外の消費税額等の合計額から成る

場合」とは、例えば、平成 25 年９月に建築に係る請負契約を締結した認定住宅について、平成 26

年２月に追加工事に係る請負契約を締結し追加工事を行い、平成 26年５月に居住の用に供した場合

(建築に係る対価の額については前記２(1)の経過措置の適用により消費税率５％が適用され、追加

工事に係る費用の額については消費税率８％が適用される)などが該当します。 

 

(1) 住宅耐震改修特別控除の控除額の計算における調整措置 

    住宅耐震改修特別控除の控除額の計算における標準的な費用の額は、住宅耐震改修の内容の区 

分に応じそれぞれ定める単位当たりの金額に、その総単位数(当該家屋の床面積等)を乗じて得た 

金額とされています(平成 21年３月国土交通省告示第 383号)。 

   この場合において、その住宅耐震改修に要した費用の額に含まれる消費税額等が新消費税率に 

より課されるべき消費税額等(以下(3)までにおいて「新消費税額等」といいます。)とその新消費

税額等以外の額(以下(3)までにおいて「旧消費税額等」といいます。)の合計額から成るときにお

ける標準的な費用の額は、その新消費税額等に対応する標準的な費用の額の合計額(その合計額が

250万円を超える場合には、250万円)及びその旧消費税額等に対応する標準的な費用の額の合計

額(その合計額が 200万円を超える場合には、200万円)の合計額(標準的な費用の額の耐震改修工

事限度額は、新消費税率により課されるべき消費税額等が含まれている場合に該当することから

250万円)とされています(措法 41の 19の２②一、平成 21年３月国土交通省告示第 383号)。 

 具体的には、新消費税額等に対応する標準的な費用の額の合計額及び旧消費税額等に対応する 

標準的な費用の額の合計額がある場合における標準的な費用の額の合計額及び耐震改修工事限度

額については、次の①及び②の合計額(その合計額が 250 万円を超える場合には、250 万円)とな

ります(平成 25年８月８日付国土交通省通知 国住生第 189号)。 

①旧消費税額等に対応する標準

的な費用の額の合計額(※１) 
＝ 

標準的な費用の額 

の合計額 
× 

旧消費税額等に対応する住宅耐震改修に要した費用の額 

住宅耐震改修に要した費用の額の総額 

(※１) 200万円を限度とする。 

    
②新消費税額等に対応する標準

的な費用の額の合計額(※２) 
＝ 

標準的な費用の額 

の合計額 
× 

新消費税額等に対応する住宅耐震改修に要した費用の額 

住宅耐震改修に要した費用の額の総額 

(※２) 250万円を限度とする。 

(注) 
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    なお、住宅耐震改修特別控除の適用に当たっては、住宅耐震改修証明書において、「住宅耐震

改修に係る耐震工事の標準的な費用の額」及び「住宅耐震改修に係る耐震改修工事限度額」が証

明されることになりますので、上記の調整計算についても、住宅耐震改修証明書の発行の手続の

中で行われることになります(措規 19の 11の２③)。 

    また、調整計算を行うに当たり、「住宅耐震改修に要した費用の額の総額」、「旧消費税額等

に対応する住宅耐震改修に要した費用の額」及び「新消費税額等に対応する住宅耐震改修に要し

た費用の額」が必要となりますので、住宅耐震改修証明書の発行の手続の際に、それぞれの金額

を明らかにする工事の請負契約書の写し等を証明書の発行機関に提出していただく必要があり

ます(平成 25年８月８日付国土交通省通知 国住生第 189号)。 

 

(2) 住宅特定改修特別税額控除の控除額の計算における調整措置 

 ① 高齢者等居住改修工事等の場合 

   高齢者等居住改修工事等に係る住宅特定改修特別税額控除の控除額の計算における標準的な 

費用の額は、高齢者等居住改修工事等の内容の区分に応じそれぞれ定める単位当たりの金額に、 

その総単位数(当該工事の施工面積等)を乗じて得た金額とされています(平成 21年３月国土交 

通省告示第 384号)。 

この場合において、その高齢者等居住改修工事等に要した費用の額に含まれる消費税額等が 

新消費税額等と旧消費税額等の合計額から成るときにおける標準的な費用の額は、その新消費税

額等に対応する標準的な費用の額の合計額(その合計額が 200万円を超える場合には、200万円)

及びその旧消費税額等に対応する標準的な費用の額の合計額(その合計額が 150万円を超える場

合には、150万円)の合計額(標準的な費用の額の改修工事限度額は、新消費税率により課される

べき消費税額等が含まれている場合に該当することから 200万円)とされています(措法 41の 19

の３②一、平成 21年３月国土交通省告示第 384号)。 

具体的には、新消費税額等に対応する標準的な費用の額の合計額及び旧消費税額等に対応す 

る標準的な費用の額の合計額がある場合における標準的な費用の額の合計額及び改修工事限度

額については、次のイ及びロの合計額(その合計額が 200万円を超える場合には、200万円)とな

ります(平成 25年 10月１日付国土交通省通知 国住政第 83号)。 

イ旧消費税額等に対応する標準

的な費用の額の合計額(※１) 
＝ 

標準的な費用 

の額の合計額 
× 

旧消費税額等に対応する高齢者等居住改修工事等に要した費用の額 

高齢者等居住改修工事等に要した費用の額の総額 

(※１) 150万円を限度とする。 

 
ロ新消費税額等に対応する標準

的な費用の額の合計額(※２) 
＝ 

標準的な費用 

の額の合計額 
× 

新消費税額等に対応する高齢者等居住改修工事等に要した費用の額 

高齢者等居住改修工事等に要した費用の額の総額 

(※２) 200万円を限度とする。 

 

② 一般断熱改修工事等の場合 

一般断熱改修工事等に係る住宅特定改修特別税額控除の控除額の計算における標準的な費用 

の額は、工事の種別及び地域の区分に応じそれぞれ定める単位当たりの金額に、その総単位数 

(当該工事を行った家屋の床面積等)を乗じて得た金額とされています(平成 21 年３月経済産業

省・国土交通省告示第４号)。 

この場合において、その一般断熱改修工事等に要した費用の額に含まれる消費税額等が新消費

税額等と旧消費税額等の合計額から成るときにおける標準的な費用の額は、その新消費税額等に
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対応する標準的な費用の額の合計額(その合計額が 250万円を超える場合には、250万円(併せて

太陽光発電設備の設置工事を行う場合には、その合計額が 350万円を超える場合には、350万円))

及びその旧消費税額等に対応する標準的な費用の額の合計額(その合計額が 200万円を超える場

合には、200 万円(併せて太陽光発電設備の設置工事を行う場合には、その合計額が 300 万円を

超える場合には、300 万円))の合計額(標準的な費用の額の断熱改修工事限度額は、新消費税率

により課されるべき消費税額等が含まれている場合に該当することから 250万円(併せて太陽光

発電設備の設置工事を行う場合には、350万円))とされています(措法 41の 19 の３④一イ、二

イ、平成 21年３月経済産業省・国土交通省告示第４号)。 

具体的には、新消費税額等に対応する標準的な費用の額の合計額及び旧消費税額等に対応する

標準的な費用の額の合計額がある場合における標準的な費用の額の合計額及び断熱改修工事限

度額については、次のイ及びロの合計額(その合計額が 250万円(太陽光発電設備の設置工事を行

う場合は 350万円)を超える場合には、250万円(太陽光発電設備の設置工事を行う場合は 350万

円))となります(平成 25年 10月１日付国土交通省通知 国住政第 83号)。 

イ旧消費税額等に対応する標準

的な費用の額の合計額(※１) 
＝ 

標準的な費用 

の額の合計額 
× 

旧消費税額等に対応する一般断熱改修工事等に要した費用の額 

一般断熱改修工事等に要した費用の額の総額 

(※１) 200万円(併せて太陽光発電設備の設置工事を行う場合には、300万円)を限度とする。 

 
ロ新消費税額等に対応する標準

的な費用の額の合計額(※２) 
＝ 

標準的な費用 

の額の合計額 
× 

新消費税額等に対応する一般断熱改修工事等に要した費用の額 

一般断熱改修工事等に要した費用の額の総額 

(※２) 250万円(併せて太陽光発電設備の設置工事を行う場合には、350万円)を限度とする。 

    

    なお、住宅特定改修特別税額控除の適用に当たっては、増改築等工事証明書において、①高齢

者等居住改修工事等については「高齢者等居住改修工事等に係る標準的な費用の額」及び「高齢

者等居住改修工事等に係る改修工事限度額」が、②一般断熱改修工事等については「一般断熱改

修工事等に係る標準的な費用の額」及び「一般断熱改修工事等に係る断熱改修工事限度額」がそ

れぞれ証明されることになりますので、上記の調整計算についても、増改築等工事証明書の発行

の手続の中で行われることになります(措規 19の 11の３⑦)。 

    また、調整計算を行うに当たり、「高齢者等居住改修工事等(一般断熱改修工事等)に要した費

用の額の総額」、「旧消費税額等に対応する高齢者等居住改修工事等(一般断熱改修工事等)に要

した費用の額」及び「新消費税額等に対応する高齢者等居住改修工事等(一般断熱改修工事等)に

要した費用の額」が必要となりますので、増改築等工事証明書の発行の手続の際に、それぞれの

金額を明らかにする工事の請負契約書の写し等を証明書の発行機関に提出していただく必要が

あります(平成 25年 10月１日付国土交通省通知 国住政第 83号)。 

 

(3) 認定住宅新築等特別税額控除の控除額の計算における調整措置 

認定住宅新築等特別税額控除の控除額の計算における標準的な費用の額は、床面積１㎡当たり

の標準的なかかり増し費用の額の金額に、その認定住宅の床面積を乗じて得た金額とされていま

す(平成 21年３月国土交通省告示第 385号)。 

 この場合において、その認定住宅の新築等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等

が新消費税額等と旧消費税額等の合計額から成るときにおける標準的な費用の額は、その新消費

税額等に対応する標準的な費用の額(その額が 650 万円を超える場合には、650 万円)とその旧消

費税額等に対応する標準的な費用の額(その額が 500 万円を超える場合には、500 万円)との合計
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額(標準的な費用の額の認定住宅限度額は、新消費税率により課されるべき消費税額等が含まれて

いる場合に該当することから 650万円)とされています(措法 41の 19の４②一、平成 21年３月国

土交通省告示第 385号)。 

 具体的には、新消費税額等に対応する標準的な費用の額及び旧消費税額等に対応する標準的な

費用の額がある場合における標準的な費用の額の合計額及び認定住宅限度額については、次の①

及び②の合計額(その合計額が 650万円を超える場合には、650万円)となります(国土交通省ホー

ムページのＱ＆Ａ)。 

①旧消費税額等に対応する標準

的な費用の額(※１) 
＝ 標準的な費用の額 × 

旧消費税額等に対応する認定住宅の新築等に係る対価の額又は費用の額 

認定住宅の新築等に係る対価の額又は費用の額の総額 

(※１) 500万円を限度とする。 

 
②新消費税額等に対応する標準

的な費用の額(※２) 
＝ 標準的な費用の額 × 

新消費税額等に対応する認定住宅の新築等に係る対価の額又は費用の額 

認定住宅の新築等に係る対価の額又は費用の額の総額 

(※２) 650万円を限度とする。 

 

なお、認定住宅新築等特別税額控除については、上記の調整計算は、確定申告書に添付するこ

ととされている控除を受ける金額の計算に関する明細書(「認定住宅新築等特別税額控除額の計算

明細書」)において行うことになります(措法 41の 19の４⑥)。 

そのため、調整計算を行うに当たり、「認定住宅の新築等に係る対価の額又は費用の額の総額」、

「旧消費税額等に対応する認定住宅の新築等に係る対価の額又は費用の額」及び「新消費税額等

に対応する認定住宅の新築等に係る対価の額又は費用の額」が必要となりますので、確定申告書

に、それぞれの金額を明らかにする工事の請負契約書の写し等の添付が必要とされています(措規

19の 11の４③一～三、④)。 
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Ⅱ 計算例 

 

１ 住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が新消費税率により課される

べき消費税額等であることの意義(住宅借入金等特別控除) 

(ケース１) 

次の場合の平成 26年分の住宅借入金等特別控除額の計算の方法はどのようになりますか。 

 ①平成 25年９月１日 一般の住宅の建築に係る請負の契約を締結 

②平成 26年５月 15日 一般の住宅の取得(居住) 取得対価の額 4,000万円(旧消費税率が適用) 

③平成 26年 12月 31日 ②の住宅の取得に係る住宅借入金等の年末残高 3,000万円 

  (答) 

   居住の用に供した日の属する年が平成 26年から平成 29年までの各年である場合には、住宅の取

得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、新消費税率により課されるべき消費税額等

であるか、それ以外であるかにより、住宅借入金等の年末残高の限度額が異なることとされていま

す(措法 41③二、五)。 

 具体的には、例えば、前記Ⅰ(解説編)２(1)の経過措置により、住宅の取得等の対価の額又は費

用の額に含まれる消費税額等が旧消費税率により課されるべき消費税額等である場合には、平成 26

年４月１日以後に住宅の取得等をしたものであっても、一般の住宅の取得等については、住宅借入

金等の年末残高の限度額 2,000万円、控除率 1.0％、控除期間 10年間として控除額を計算すること

になります(措法 41③五)。 

 上記の(ケース１)については、一般の住宅の取得に係る住宅借入金等の年末残高が 3,000万円で

あり、住宅借入金等の年末残高の限度額である 2,000万円を超えることから、住宅借入金等の年末

残高 3,000万円のうち、控除対象となるのは限度額の 2,000万円となります。 

したがって、住宅借入金等特別控除額は、2,000万円 × 0.01 ＝ 20万円となります。 

 

（参考）平成 26年分 住宅借入金等特別控除額 

 
住宅借入金等

の年末残高 

住宅借入金等の

年末残高の限度額 

控除対象となる

住宅借入金等 
控除限度額 税額控除額 

平成 26 年５月 15 日取得分 3,000万円 2,000万円 2,000万円 20万円 20万円 
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２ 同一年中に住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が新消費税率によ

り課されるべき消費税額等である住宅の取得等と、それ以外の住宅の取得等の両方がある場合の住

宅借入金等特別控除額の調整措置(1) 

(ケース２) 

次の場合の平成 26年分の住宅借入金等特別控除額の計算の方法はどのようになりますか。 

①平成 26年３月 15日 一般の住宅の取得(居住) 取得対価の額 4,000万円(旧消費税率が適用) 

②平成 26年９月 15日 ①の住宅の増改築(居住) 増改築に要した費用の額 1,000万円(新消費税率が適用)  

③平成 26年 12月 31日 ①の住宅の取得に係る住宅借入金等の年末残高 3,000万円 

             ②の住宅の増改築に係る住宅借入金等の年末残高 500万円 

  (答) 

  (1) 平成 26年３月 15日取得分に係る住宅借入金等特別控除額の計算 

    平成 26年３月 15日取得分については、その取得対価の額に含まれる消費税額等が旧消費税率

により課されるべき消費税額等であることから、住宅借入金等の年末残高の限度額は 2,000万円

となります(措法 41③五)。 

    すなわち、住宅の取得に係る住宅借入金等の年末残高 3,000万円のうち、控除対象となるのは

限度額の 2,000万円となります。 

    したがって、平成 26年３月 15日取得分に係る住宅借入金等特別控除額は、2,000万円 × 0.01 

＝ 20万円となります。 

  (2) 平成 26年９月 15日増改築分に係る住宅借入金等特別控除額の計算 

    平成 26年９月 15日増改築分については、増改築に要した費用の額に含まれる消費税額等が新

消費税率により課されるべき消費税額等であることから、住宅借入金等の年末残高の限度額は

4,000万円となります(措法 41③二)。 

    すなわち、住宅の増改築に係る住宅借入金等の年末残高 500万円の全額が控除対象となります。 

    したがって、平成 26年９月 15日増改築分に係る住宅借入金等特別控除額は、500万円 × 0.01 

＝ ５万円となります。 

 

   二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等を有する場合には、それぞれの住宅の取得等について

住宅借入金等特別控除額の計算をし、その合計額(その合計額がそれぞれの住宅借入金等に対する

控除限度額のうち最も多い金額を超える場合にはその最も多い控除限度額)がその者のその年分の

住宅借入金等特別控除額とされていることから、20 万円 ＋ ５万円 ＝ 25 万円が住宅借入金等特

別控除額となります(措法 41の２)。 

 

  （参考）平成 26年分 住宅借入金等特別控除額 

 
住宅借入金等

の年末残高 

住宅借入金等の

年末残高の限度額 

控除対象となる

住宅借入金等 
控除限度額 税額控除額 

平成 26 年３月 15 日取得分 3,000万円 2,000万円 2,000万円 20万円 (20万円) 

平成 26 年９月 15 日増改築分  500万円 4,000万円  500万円 40万円 (５万円) 

合計 － － － 
40万円 

(最も多い金額) 
25万円 
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３ 同一年中に住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が新消費税率によ

り課されるべき消費税額等である住宅の取得等と、それ以外の住宅の取得等の両方がある場合の住

宅借入金等特別控除額の調整措置(2) 

(ケース３) 

次の場合の平成 26年分の住宅借入金等特別控除額の計算の方法はどのようになりますか。 

①平成 26年３月 15日 一般の住宅の取得(居住) 取得対価の額 2,000万円(旧消費税率が適用) 

②平成 26年９月 15日 ①の住宅の増改築(居住) 増改築に要した費用の額 4,000万円(新消費税率が適用)  

③平成 26年 12月 31日 ①の住宅の取得に係る住宅借入金等の年末残高 1,500万円 

             ②の住宅の増改築に係る住宅借入金等の年末残高 3,000万円 

  (答) 

  (1) 平成 26年３月 15日取得分に係る住宅借入金等特別控除額の計算 

    平成 26年３月 15日取得分については、その取得対価の額に含まれる消費税額等が旧消費税率

により課されるべき消費税額等であることから、住宅借入金等の年末残高の限度額は 2,000万円

となります(措法 41③五)。 

    すなわち、住宅の取得に係る住宅借入金等の年末残高 1,500万円の全額が控除対象となります。 

    したがって、平成 26年３月 15日取得分に係る住宅借入金等特別控除額は、1,500万円 × 0.01 

＝ 15万円となります。 

  (2) 平成 26年９月 15日増改築分に係る住宅借入金等特別控除額の計算 

    平成 26年９月 15日増改築分については、増改築に要した費用の額に含まれる消費税額等が新

消費税率により課されるべき消費税額等であることから、住宅借入金等の年末残高の限度額は

4,000万円となります(措法 41③二)。 

    すなわち、住宅の増改築に係る住宅借入金等の年末残高 3,000万円の全額が控除対象となりま

す。 

  したがって、平成 26 年９月 15 日増改築分に係る住宅借入金等特別控除額は、3,000 万円 × 

0.01 ＝ 30万円となります。 

  

 二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等を有する場合には、それぞれの住宅の取得等について

住宅借入金等特別控除額の計算をし、その合計額(その合計額がそれぞれの住宅借入金等に対する

控除限度額のうち最も多い金額を超える場合にはその最も多い控除限度額)がその者のその年分の

住宅借入金等特別控除額とされていることから、合計額である 15万円 ＋ 30万円 ＝ 45万円がそ

れぞれの住宅借入金等に対する控除限度額のうち最も多い金額である 40 万円を超えることから、

限度額である 40万円が住宅借入金等特別控除額となります(措法 41の２)。 

 

（参考）平成 26年分 住宅借入金等特別控除額 

 
住宅借入金等

の年末残高 

住宅借入金等の

年末残高の限度額 

控除対象となる

住宅借入金等 
控除限度額 税額控除額 

平成 26年３月 15日取得分 1,500万円 2,000万円 1,500万円 20万円 (15万円) 

平成 26年９月 15日増改築分 3,000万円 4,000万円 3,000万円 40万円 (30万円) 

合計 － － － 
40万円 

(最も多い金額) 
40万円 
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４ 同一年中に住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が新消費税率によ

り課されるべき消費税額等である住宅の取得等と、それ以外の住宅の取得等の両方がある場合で、

それらの住宅の取得等に係る住宅借入金等の契約が一のものである場合の住宅借入金等特別控除

額の計算(1) 

(ケース４) 

次の場合の平成 26年分の住宅借入金等特別控除額の計算の方法はどのようになりますか。 

①平成 26年３月 15日 一般の住宅の取得 取得対価の額 2,200万円(旧消費税率が適用) 

②平成 26年４月 15日 ①の住宅の追加工事 追加工事に要した費用の額 500 万円(新消費税率が適用) 

③平成 26年４月 30日 ①の住宅に居住開始 

④平成 26年 12月 31日 ①の住宅の取得及び追加工事に係る住宅借入金等の年末残高 2,300万円 

  (答) 

   居住の用に供した日の属する年が平成 26年から平成 29年までの各年である場合には、住宅の取

得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、新消費税率により課されるべき消費税額等

であるか、それ以外であるかにより、住宅借入金等の年末残高の限度額が異なることとされていま

す。 

   具体的には、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、新消費税率により

課されるべき消費税額等である場合には、住宅借入金等の年末残高の限度額は 4,000万円、旧消費

税率により課されるべき消費税額等である場合には、住宅借入金等の年末残高の限度額は 2,000万

円とされています(措法 41③二、五)。 

   上記の(ケース４)のように、費用の額に含まれる消費税額等が新消費税率により課されるべき消

費税額等である住宅の追加工事と、取得対価の額に含まれる消費税額等が旧消費税率により課され

るべき消費税額等である住宅の取得がある場合で、それらに係る住宅借入金等の契約が一のもので

ある場合の住宅借入金等特別控除額の計算については、その住宅借入金等が住宅の取得又は住宅の

追加工事のどちらに充てられるものかが明確に区分されているような場合を除き、住宅借入金等の

年末残高の限度額が高い方の住宅の追加工事にまずその住宅借入金等が充てられるものとして計算

して差し支えありません。 

   すなわち、上記の(ケース４)においては、住宅借入金等の年末残高 2,300万円のうち、500万円が

その住宅の追加工事に要した費用の額に充てられるものとして、住宅借入金等の残額 1,800万円が

住宅の取得対価の額に充てられるものとして適用することができます。 

 

 (1) 平成 26年３月 15日取得分に係る住宅借入金等特別控除額の計算 

    平成 26年３月 15日取得分については、その取得対価の額に含まれる消費税額等が旧消費税率

により課されるべき消費税額等であることから、住宅借入金等の年末残高の限度額は 2,000万円

となります(措法 41③五)。 

    すなわち、住宅の取得に係る住宅借入金等の年末残高 1,800万円の全額が控除対象となります。 

    したがって、平成 26年３月 15日取得分に係る住宅借入金等特別控除額は、1,800万円 × 0.01 

＝ 18万円となります。 

  (2) 平成 26年４月 15日追加工事分に係る住宅借入金等特別控除額の計算 

    平成 26年４月 15日追加工事分については、追加工事に要した費用の額に含まれる消費税額等

が新消費税率により課されるべき消費税額等であることから、住宅借入金等の年末残高の限度額
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は 4,000万円となります(措法 41③二)。 

    すなわち、住宅の追加工事に係る住宅借入金等の年末残高 500万円の全額が控除対象となりま

す。 

    したがって、平成 26年４月 15日追加工事分に係る住宅借入金等特別控除額は、500万円 × 

0.01 ＝ ５万円となります。 

   

   二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等を有する場合には、それぞれの住宅の取得等について

住宅借入金等特別控除額の計算をし、その合計額(その合計額がそれぞれの住宅借入金等に対する

控除限度額のうち最も多い金額を超える場合にはその最も多い控除限度額)がその者のその年分の

住宅借入金等特別控除額とされていることから、18万円 ＋ ５万円 ＝ 23万円が住宅借入金等特

別控除額となります(措法 41の２)。 

 

  （参考）平成 26年分 住宅借入金等特別控除額 

 
住宅借入金等

の年末残高 

住宅借入金等の

年末残高の限度額 

控除対象となる

住宅借入金等 
控除限度額 税額控除額 

平成 26年３月 15日取得分 1,800万円 2,000万円 1,800万円 20万円 (18万円) 

平成 26年４月 15日追加工事分   500万円 4,000万円  500万円 40万円 (５万円) 

合計 2,300万円 － － 
40万円 

(最も多い金額) 
23万円 
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５ 同一年中に住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が新消費税率によ

り課されるべき消費税額等である住宅の取得等と、それ以外の住宅の取得等の両方がある場合で、

それらの住宅の取得等に係る住宅借入金等の契約が一のものである場合の住宅借入金等特別控除

額の計算(2) 

(ケース５) 

(ケース４)において、適用２年目の平成 27年分の住宅借入金等特別控除額の計算の方法はどのよ

うになりますか。なお、平成 27年中に住宅借入金等のうち 200万円を返済したため、平成 27年

12月31日における住宅の取得及び追加工事に係る住宅借入金等の年末残高は2,100万円となって

います。 

(答) 

前記の(ケース４)と同様、費用の額に含まれる消費税額等が新消費税率により課されるべき消費 

税額等である住宅の追加工事と、取得対価の額に含まれる消費税額等が旧消費税率により課される 

べき消費税額等である住宅の取得がある場合で、それらに係る住宅借入金等の契約が一のものであ 

る場合の住宅借入金等特別控除額の計算については、その住宅借入金等が住宅の取得又は住宅の追 

加工事のどちらに充てられるものかが明確に区分されているような場合を除き、住宅借入金等の年

末残高の限度額が高い方の住宅の追加工事にまずその住宅借入金等が充てられるものとして計算し

て差し支えありません。 

すなわち、住宅借入金等の年末残高 2,100万円のうち、500万円がその住宅の追加工事に要した費

用の額に充てられるものとして、住宅借入金等の残額 1,600万円が住宅の取得対価の額に充てられ

るものとして適用することができます(すなわち、平成 27年中に返済した住宅借入金等の額 200万

円については、住宅の取得対価の額に充てられるものとされた住宅借入金等が返済されたことにな

ります)。 

 

(1) 平成 26年３月 15日取得分に係る住宅借入金等特別控除額の計算 

    平成 26年３月 15日取得分については、その取得対価の額に含まれる消費税額等が旧消費税率

により課されるべき消費税額等であることから、住宅借入金等の年末残高の限度額は 2,000万円

となります(措法 41③五)。 

    すなわち、住宅の取得に係る住宅借入金等の年末残高 1,600万円の全額が控除対象となります。 

    したがって、平成 26年３月 15日取得分に係る住宅借入金等特別控除額は、1,600万円 × 0.01 

＝ 16万円となります。 

  (2) 平成 26年４月 15日追加工事分に係る住宅借入金等特別控除額の計算 

    平成 26年４月 15日追加工事分については、追加工事に要した費用の額に含まれる消費税額等

が新消費税率により課されるべき消費税額等であることから、住宅借入金等の年末残高の限度額

は 4,000万円となります(措法 41③二)。 

    すなわち、住宅の追加工事に係る住宅借入金等の年末残高 500万円の全額が控除対象となりま

す。 

    したがって、平成 26年４月 15日追加工事分に係る住宅借入金等特別控除額は、500万円 × 

0.01 ＝ ５万円となります。 

   

 二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等を有する場合には、それぞれの住宅の取得等について
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住宅借入金等特別控除額の計算をし、その合計額(その合計額がそれぞれの住宅借入金等に対する

控除限度額のうち最も多い金額を超える場合にはその最も多い控除限度額)がその者のその年分の

住宅借入金等特別控除額とされていることから、16万円 ＋ ５万円 ＝ 21万円が住宅借入金等特

別控除額となります(措法 41の２)。 

 

  （参考）平成 27年分 住宅借入金等特別控除額 

 
住宅借入金等

の年末残高 

住宅借入金等の

年末残高の限度額 

控除対象となる

住宅借入金等 
控除限度額 税額控除額 

平成 26年３月 15日取得分 1,600万円 2,000万円 1,600万円 20万円 (16万円) 

平成 26年４月 15日追加工事分   500万円 4,000万円  500万円 40万円 (５万円) 

合計 2,100万円 － － 
40万円 

(最も多い金額) 
21万円 

 



18 
 

６ 認定住宅の新築等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が新消費税率により課さ

れるべき消費税額等と、それ以外の消費税額等の合計額から成る場合の認定住宅新築等特別税額控

除の控除額の調整措置 

(ケース６) 

次の場合の平成 26年分の認定住宅新築等特別税額控除額の計算の方法はどのようになりますか。 

①平成 25年９月１日 認定住宅の建築に係る請負の契約を締結 

②平成 26年４月 10日 認定住宅(床面積 70㎡)の新築 取得対価の額 3,900万円 

(旧消費税率が適用) 

③平成 26年４月 15日 ②の認定住宅の追加工事 追加工事に要した費用の額 100万円 

 (新消費税率が適用) 

④平成 26年４月 30日 ②の認定住宅に居住開始 

  (答) 

   認定住宅新築等特別税額控除額は、認定住宅について講じられた構造及び設備に係る標準的な費

用の額の 10％に相当する金額とされています(措法 41の 19の４①)。 

   認定住宅新築等特別税額控除額の計算における標準的な費用の額は、床面積１㎡当たりの標準的

なかかり増し費用の額の金額(平成 26年４月以後の居住分については、床面積 1㎡につき 43,800円)

に、その認定住宅の床面積を乗じて得た金額とされています(平成 21 年３月国土交通省告示第 385

号)。 

この場合において、その認定住宅の新築等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が

新消費税率により課されるべき消費税額等(以下「新消費税額等」といいます。)とその新消費税額

等以外の額(以下「旧消費税額等」といいます。)の合計額から成るときにおける標準的な費用の額

は、その新消費税額等に対応する標準的な費用の額(その額が 650万円を超える場合には、650万円)

とその旧消費税額等に対応する標準的な費用の額(その額が 500 万円を超える場合には、500 万円)

との合計額(標準的な費用の額の認定住宅限度額は、新消費税率により課されるべき消費税額等が含

まれている場合に該当することから 650万円)とされています(措法 41の 19の４②一、平成 21年３

月国土交通省告示第 385号)。 

具体的には、新消費税額等に対応する標準的な費用の額及び旧消費税額等に対応する標準的な費

用の額がある場合における標準的な費用の額の合計額及び認定住宅限度額については、次の(1)及び

(2)の合計額(その合計額が 650万円を超える場合には、650万円)となります。 

(1)旧消費税額等に対応する標準  

的な費用の額(※１) 
＝ 標準的な費用の額 × 

旧消費税額等に対応する認定住宅の新築等に係る対価の額又は費用の額 

認定住宅の新築等に係る対価の額又は費用の額の総額 

(※１) 500万円を限度とする。 

 
(2)新消費税額等に対応する標準 

的な費用の額(※２) 
＝ 標準的な費用の額 × 

新消費税額等に対応する認定住宅の新築等に係る対価の額又は費用の額 

認定住宅の新築等に係る対価の額又は費用の額の総額 

(※２) 650万円を限度とする。 

  

 (ケース６)においては、認定住宅の床面積が 70 ㎡であることから、この認定住宅について講じ

られた構造及び設備に係る標準的な費用の額は、43,800 円/㎡ × 70 ㎡ ＝ 3,066,000 (円)となり

ます。 
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これを上記の(1)及び(2)の式に当てはめて計算すると、 

(1) 旧消費税額等に対応する標準的な費用の額は、 

 3,066,000円 × 3,900万円 ／（3,900 万円＋100万円）＝ 2,989,350 (円) 

(2) 新消費税額等に対応する標準的な費用の額は、 

 3,066,000円 × 100万円 ／（3,900万円＋100万円）＝ 76,650 (円) 

となり、(1)及び(2)の合計額である、2,989,350 円 ＋ 76,650 円 ＝ 3,066,000 (円)がこの認定

住宅について講じられた構造及び設備に係る標準的な費用の額となります。 

 

認定住宅新築等特別税額控除額は、認定住宅について講じられた構造及び設備に係る標準的な費

用の額の 10％に相当する金額であるため、3,066,000円 × 0.1 ＝ 306,600 (円)が認定住宅新築等

特別税額控除額となります。 

 

   なお、認定住宅新築等特別税額控除については、上記の調整計算は、確定申告書に添付すること

とされている控除を受ける金額の計算に関する明細書(「認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細

書」)において行うことになります。 

 

   また、住宅耐震改修特別控除又は住宅特定改修特別税額控除の控除額の計算を行う際にも、上記

の調整計算と同様の考え方により調整計算を行うこととなりますが、①住宅耐震改修特別控除につ

いては、住宅耐震改修証明書において、「住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額」及び「住

宅耐震改修に係る耐震改修工事限度額」が証明され、②住宅特定改修特別税額控除については、増

改築等工事証明書において、高齢者等居住改修工事等については「高齢者等居住改修工事等に係る

標準的な費用の額」及び「高齢者等居住改修工事等に係る改修工事限度額」が、一般断熱改修工事

等については「一般断熱改修工事等に係る標準的な費用の額」及び「一般断熱改修工事等に係る断

熱改修工事限度額」がそれぞれ証明されることになりますので、これらの調整計算は、住宅耐震改

修証明書又は増改築等工事証明書の発行の手続の中で行われることになります。 


